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 名瀬労働基準監督署 

TEL 0997-52-0574 
FAX 0997-52-6869 

 鹿児島働き方改革推進支援センター  有給休暇の 5 日取得   時間外労働の上限    同一労働同一賃金 

～ 働き方改革の取り組みを支援します ～   TEL 0120-221-255  （https://hatarakikata.sr-kagoshima.jp/） 

 

鹿児島労働局ＨＰ 

（ https://jsite.mhlw.

go.jp/kagoshima-roudo

ukyoku/） 

新型コロナ特別労働相談窓口 

鹿児島労働局 

雇用環境・均等室 

TEL 099-223-8239 

「労基署だより」は、鹿児島労働局ホームページ（https:// jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/）に掲載しています。 

  
 鹿 児 島 県 に お け る 令 和 ２ 年 の 職 場 に お け る 熱 中 症 の 発 生 状 況 は 、死
傷 者 数 が 19人 （ 死 亡 者 ０ 人 ） で し た 。  
 職 場 に お い て は 、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 予 防 対 策 へ の 対 応 も 求
め ら れ て い ま す が 、 併 せ て 十 分 な 熱 中 症 予 防 措 置 を お 願 い い た し ま
す 。  
 厚 生 労 働 省 で は 、熱 中 症 予 防 対 策 の 徹 底 を 図 る た め 、「 令 和 3年 度 Ｓ
Ｔ Ｏ Ｐ ！ 熱 中 症  ワ ー ク ク ー ル キ ャ ン ペ ー ン 」 を 実 施 し て い ま す 。 厚
生 労 働 省 の Ｈ Ｐ を ご 覧 く だ さ い 。  
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17076.html） 
 

☆ 熱中症予防対策☆ 

 

☆みんなで休暇。夏を楽しみリフレッシュ☆ 

 

名 瀬 労 働 基 準 監 督 署 か ら の お 知 ら せ

  

 
《労働相談コーナー》 

【Ｑ】私はパート労働者です。私の会社では、正社員には通勤手当が支給されていますが、パート労働者に

はありません。問題はないのでしょうか。 

【Ａ】同一労働同一賃金の新ルール（パート有期労働法：中小企業へも令和３年４月から適用）により同一

企業内の正社員と非正規との不合理な待遇差が禁止されています。ご質問の通勤手当は、ガイドライ

ンによれば原則、パート労働者へも支給する必要があるとしています。 

    労働局の委託事業で開設している鹿児島働き方改革推進支援センターでは、同一労働同一賃金を含む

時間外労働規制や国の助成金の活用など「働き方改革」に関する様々なご相談に応じています。 

〇 働 き 方 ・ 休 み 方 改 善 ポ ー タ ル サ イ ト
(https://work-holiday.mhlw.go.jp/) 

  「労働者の休み方に着目した取組等を知りたい」コンテンツ 
〇年次有給休暇取得促進特設サイト 

(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin) 
 


